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令和８年３月16日（月）、中部地方整備局丸の内庁舎において、中原副局長
より三河港コンテナターミナル（株）に対し、CNP認証書が交付されました。

「CNP認証（コンテナターミナル）」は、コンテナターミナルにおける脱炭
素化の取組を客観的に評価する制度として、令和7年6月に運用が開始されま
した。同認証はポートセールスでの活用とともに、CNP形成に向けたターミ
ナル間での競争とカーボンニュートラルの観点で、荷主や船社等によるターミ
ナルの選択が可能となることが期待されています。

中部管内で第2弾となる認証を受けた三河港コンテナターミナル（株）の伊庭
専務取締役は、「今回の認証を契機として、より一層PRを行い船社等に利用
していただくと共に、より使いやすく、脱炭素化に配慮した港にしていく」と
挨拶されました。

令和８年３月26日（木）、長野県飯田市座光寺産業振興拠点「S-BIRD」にて、愛知県、
三河港振興会などの共催で三河港ポートセミナーin飯田が開催されました。

今回のセミナーは、三遠南信自動車道の整備が進み、今後、南信地域と東三河地域の移動
が容易になり人流・物流の活発化が見込まれることから東三河地域の玄関口である三河港
のポートセールスの一環として、長野県で初めて開催されました。

セミナーには愛知県、長野県を中心に約200名が参加し、江口愛知県副知事の開会挨拶
後、山梨大学大学院の武藤教授による基調講演、三河港務所や三河港振興会から三河港の
概要・コンテナ助成制度が紹介されました。

地元飯田商工会議所や南信州の企業からは「長野県の唯一の弱点は港がないこと、三遠南
信自動車道の整備による三河港へ期待する」等が語られ、閉会にあたって佐藤飯田市長が
「今後の要望活動へ繋げたい」と挨拶されました。

CNP（カーボンニュートラルポート）とは？
国土交通省HP

江口愛知県副知事

令和８年度も、三河港湾事務所の広報誌
「 Mini-WAN 」をお届けします！
本誌の発行を支える担当メンバーをご紹介します。

左上から、伊藤、小川、渡邉、須賀、倉内、相川、
舟波、岩田です。
よろしくお願いいたします。

Mini-WANでは、三河港の最新情報や地域の皆さま
とのつながりを大切にした話題をお届けしていきます。
どうぞお楽しみに！

Mini-WAN
過去の記事はこちら
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衣浦港事務所
〒475-0831 愛知県半田市11号地2番地
 TEL   0569-21-2311

三河港湾事務所
〒441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1

TEL 0532-32-3251

http://www.mikawa.pa.cbr.mlit.go.jp/

海とみなとの相談窓口

全国共通フリーダイヤル

0120-497-370
おおいに  よくなれ   みなと

受付時間※ 9:00～12:00と13:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
※一部の地域を除きます。

岸壁（水深10ｍ）（改良）②

4‐3号 185m 4‐2号 185m 4‐1号 185m

国土地理院：引用

(1)三河港神野地区岸壁（水深10ｍ）（改良）②
＜4‐1号～4‐3号＞

神野地区4号岸壁は、鉄鋼、セメント、完成自動車
などを多く扱っています。
現在、建設後50年近くが経過し老朽化が進行し
ており、早期の対応が必要なため対策を実施して
います。

(2)衣浦港中央ふ頭西地区岸壁 (水深12ｍ)（改良）

中央ふ頭西地区6号岸壁は、木材チップなどの
貨物を多く扱っています。
完成から約50年が経過しており老朽化による
損傷が著しいため、対策を実施しています。

(3)衣浦港外港地区西防波堤（改良）

西防波堤は、伊勢湾台風の高潮による甚大な
被害を受けたことによる高潮対策として整備
されました。
しかし、建設後約60年が経過しており老朽化
による損傷や大規模地震発生後の高潮への
防護効果確保のために、防波堤の嵩上げ及び
補修工を実施しています。

衣浦港

西防波堤（改良）

西6号岸壁（水深12m）（改良）

中央ふ頭西地区

（４）中山水道航路保全事業

三河湾の玄関口に位置する中山水道は、三河湾に出
入りする船舶が合流し分流する交通の要衝ですが、
浅瀬・暗礁が点在し大型船舶の航行が制限されてい
ました。そこで大型船舶が安全に航行できるよう、
中山水道航路が整備されました。
整備後は保全・管理業務（保全標識の保守・管理、
航路埋没を事前に把握するための測量等）を実施
しています。
中山水道航路の整備で設置された保全標識も
約15年が経過しているため、計画的な整備を進め
ています。

三河港

中山水道航路

保全標識
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